
平成１７年（行ケ）第１０４３８号　審決取消請求事件
口頭弁論終結日　平成１８年１月１８日
　　　　　　　　　　判　　　　　　　　決
　　　　　　　原　　　　　　告　　　株式会社メディカライズ
　　　　　　　代表者代表取締役　　　
　　　　　　　訴訟代理人弁理士　　　清原義博
　　　　　　　被　　　　　　告　　　特許庁長官
　　　　　　　　　　　　　　　　　　中嶋　誠
　　　　　　　指定代理人　　　　　　河野直樹
　　　　　　　同　　　　　　　　　　長井啓子
　　　　　　　同　　　　　　　　　　唐　木　以知良
　　　　　　　同　　　　　　　　　　小林和男
　　　　　　　　　　主　　　　　　　　文
　　　　１　原告の請求を棄却する。
　　　　２　訴訟費用は原告の負担とする。
　　　　　　　　　　事実及び理由
第１　請求
　　　特許庁が不服２００４－１４４９４号事件について平成１７年３月１１日に
した審決を取り消す。
第２　事案の概要
    　本件は，原告が後記発明につき特許出願をしたところ，特許庁から拒絶査定
を受けたため，これを不服として審判請求をしたものの，請求不成立の審決を受け
たことから，その取消しを求めた事案である。
第３　当事者の主張
　１　請求原因
  　(1) 特許庁における手続の経緯
  　　　原告は，平成１５年１０月２０日，発明の名称を「ヒアルロン酸とデルマ
タン硫酸を含有する健康食品」とする特許出願（以下「本願」という。）をした
が，特許庁から拒絶査定を受けたので，これに対する不服審判を請求した。
  　　　特許庁は，同請求を不服２００４－１４４９４号事件として審理し，その
中で原告は，平成１６年８月９日付け手続補正書により特許請求の範囲等を補正を
した。しかし特許庁は，平成１７年３月１１日，「本件審判の請求は，成り立たな
い。」との審決をし，その謄本は平成１７年３月２８日原告に送達された。
    (2) 発明の内容
    　　平成１６年８月９日付け手続補正書（甲４の１３頁以下）により補正され
た特許請求の範囲に記載された発明は，下記のとおりである。
    記
        【請求項１】少なくともヒアルロン酸とデルマタン硫酸を含有することを
特徴とする健康食品。
        【請求項２】少なくともヒアルロン酸とデルマタン硫酸を含有することを
特徴とする美肌・便秘症改善剤。
        【請求項３】前記ヒアルロン酸と前記デルマタン硫酸の配合比率が，１：
０．００１～２００であることを特徴とする請求項２に記載の美肌・便秘症改善
剤。
        【請求項４】少なくともヒアルロン酸とデルマタン硫酸を含有することを
特徴とする美肌・抜毛抑制剤。
        【請求項５】前記ヒアルロン酸と前記デルマタン硫酸の配合比率が，１：
０．００１～２００であることを特徴とする請求項４に記載の美肌・抜毛抑制剤。
        【請求項６】請求項２又は３に記載の美肌・便秘症改善剤を含有すること
を特徴とする健康食品。
        【請求項７】請求項４又は５に記載の美肌・抜毛抑制剤を含有することを
特徴とする健康食品。
        【請求項８】コンドロイチン硫酸Ａ及び／又はコンドロイチン硫酸Ｃを含
むことを特徴とする請求項１，５又は６のいずれかに記載の健康食品。
        【請求項９】ペプチドを含むことを特徴とする請求項１，５乃至７のいず
れかに記載の健康食品。
　　　　（以下，上記【請求項１】の発明を「本願発明１」という。）
　　(3) 審決の内容



  　　ア　審決の詳細は，別添審決写し記載のとおりである。
  　　　　その要旨は，本願発明１は，下記引用例１及び２の記載に基づいて当業
者が容易に発明をすることができたから，特許法２９条２項の規定により特許を受
けることができないというものであった。
  記
        ①　特開２００１－１６９７５１号公報（平成１３年６月２６日公開，甲
２。以下「引用例１」という。）
        ②　特開平１１－３０８９７７号公報（平成１１年１１月９日公開，甲
３。以下「引用例２」という。）
  　　イ　審決は，引用例１及び２の記載から本願出願前に周知であったと認めら
れる周知食品を下記のように認定し，本願発明１と周知食品との一致点と相違点を
下記のように摘示した。
  記
  　　　＜周知食品の内容＞
  　　　　「少なくともヒアルロン酸等のムコ多糖類を含有することを特徴とする
皮膚老化防止用食品」
  　　　＜一致点＞
  　　　　「少なくともヒアルロン酸等のムコ多糖類を含有することを特徴とする
健康食品」である点。
  　　　＜相違点＞
  　　　　本願発明１においてはムコ多糖類としてヒアルロン酸とデルマタン硫酸
が特定されているのに対して，周知食品においてはムコ多糖類の種類が特定されて
いない点。
　　(4) 審決の取消事由
  　　ア　審決にいう周知食品の内容，本願発明１と周知食品との一致点及び相違
点は認める。
  　　イ　しかしながら，本願発明１は，いわゆる選択発明であり，以下に述べる
理由により，引用例１及び２の記載に基づいて当業者が容易に発明をすることがで
きたものではないので，審決は相違点についての認定判断の誤ったものであり，違
法として取り消されるべきである。
        (ｱ) 審査基準において，「ある発明が，当業者が当該刊行物の記載及び刊
行物頒布時の技術常識に基づいて，物の発明のときはその物を作れ，また方法の発
明のときはその方法を使用できるものであることが明らかであるように刊行物に記
載されていないときは，その発明は「引用発明」とすることができない」とされ，
このような発明は選択発明になり得る。これを本件事例に当てはめると，審決が指
摘する「ヒアルロン酸以外のムコ多糖類であるコンドロイチン硫酸，デルマタン硫
酸，ケラタン硫酸，ヘパラン硫酸及びヘパリン」は引用例１にそれぞれの製造方法
や取得方法は記載されていないから，本願発明１は選択発明になり得るものであ
る。
        　　さらに，審査基準では「例えば，刊行物に化学物質名又は化学構造式
により化学物質が示されている場合において，当業者が当該刊行物の頒布時におけ
る技術常識を参酌しても，当該化学物質を製造できることが明らかであるように記
載されていないときは，当該化学物質は「引用発明」とはならない（なお，これ
は，当該刊行物が当該化学物質を選択肢の一部に含むマーカッシュ形式の請求項を
有する特許文献であるとした場合に，その請求項が第３６条第４項の実施可能要件
を満たさないことを意味しない）」とある。まず，第一に先に述べたように昭和３
７年２月２８日共立出版初版第１刷発行「化学大辞典　８」（甲６。以下「甲６刊
行物」という。）には，コンドロイチン硫酸，へパリンは記載されているが，他の
物質は記載されていない。この事実から明らかなように，この２物質以外は，当業
者にとって周知物質でない。さらに，この周知物質のうちへパリンは医薬品であ
り，食品に配合できない。引用例１は，かかる観点からもその記載に誤りがあり，
当業者が選択可能なムコ多糖類は，引用例１においてはコンドロイチン硫酸のみに
すぎない。平成１６年５月２５日共立出版発行「糖鎖機能：第３の生命鎖」（甲
７。以下「甲７刊行物」という。）は，当業者ではなく最先端の研究者がまとめた
書籍であるが，その１０１２頁に，コンドロイチン硫酸，デルマタン硫酸，ケラタ
ン硫酸，ヘパラン硫酸の２糖繰り返し単位が開示され，コンドロイチン硫酸はＡ，
Ｃ，Ｄ，Ｅの４異性体，デルマタン硫酸はモノ硫酸とジ硫酸の２異性体，ケラタン
硫酸はモノ硫酸とジ硫酸の２異性体，ヘパラン硫酸は８異性体が開示され，画一的



な物質としては開示されていない。すなわち，引用例１の記載では，当業者ばかり
か最先端の研究者の当該刊行物の頒布時における技術常識を参酌しても，物質の化
学構造の特定が明らかでないばかりか，当該化学物質を製造あるいは入手できるこ
とが明らかであるように記載されておらず，引用例１に開示された，コンドロイチ
ン硫酸，デルマタン硫酸，ケラタン硫酸，ヘパラン硫酸，ヘパリンは，審査基準に
照らし本願発明１の「引用発明」とはならないというべきである。
        (ｲ) 審査基準によれば，選択発明の要件は，①刊行物に記載されていない
有利な効果であって刊行物において上位概念で示された発明が有する効果とは異質
なものを有し，②これが技術水準から当業者が予測できたものでないとき，又は同
質であるが際だって優れたものを有し，③これが技術水準から当業者が予測できた
ものでないことである。審決は，「引用文献１（判決注；引用例１）に記載された
ヒアルロン酸以外のムコ多糖類であるコンドロイチン硫酸，デルマタン硫酸，ケラ
タン硫酸，ヘパラン硫酸及びヘパリンの中からヒアルロン酸と併用して最も効果の
あるものを選択することは，当業者であれば容易になし得る程度のことである」
（審決４頁第１段落）としたが，上記(ｱ)のとおり物質に関する認定は誤りである。
        　　また，引用例１記載のヒアルロン酸以外の多糖類からデルマタン硫酸
の効果を想定し，この組合せを選択することは，当業者にとって容易でない。なぜ
なら，この組合せの効果は，ヒアルロン酸単独，あるいはヒアルロン酸とコンドロ
イチン硫酸などのムコ多糖の組合せからは到底想定できない効果を奏している。本
願明細書（甲４）の段落【００２６】ないし【００２９】に記載したとおり，本願
発明１の効果は，当業者の技術水準から予測出来ないものである。この効果につい
て補足すると，平成１７年８月１０日張宝旭作成の実験成績証明書（甲８。以下
「甲８証明書」という。）からも，ヒアルロン酸とデルマタン硫酸を組み合わせる
ことのみによって，特有の効果を奏することが分かる。すなわち，甲８証明書の実
験は，ラットを使用し，紫外線の皮膚への障害と，経口的に投与した各種のムコ多
糖体がこの障害に与える影響を考察したもので，ヒアルロン酸を始めとするムコ多
糖は，グルコサミノグリカンと呼ばれ，皮膚組織中に存在している事が知られてい
るが，各々のムコ多糖が，具体的に皮膚組織に与える影響は詳しく判明していな
い。甲８証明書の結果は，ヒアルロン酸の経口投与で，紫外線照射による表皮への
損傷を軽減できる可能性を示したが，特に，ヒアルロン酸及びデルマタン硫酸投与
群（２群，３群）において，損傷が軽微にとどまり，ヒアルロン酸及びデルマタン
硫酸の経口投与による表皮層への影響緩和の可能性が，ヒアルロン酸とデルマタン
硫酸以外のグルコサミノグリカン例えばコンドロイチン硫酸，ケパラン硫酸などと
の組合せに比べ顕著であることが示唆された。なお，ムコ多糖のうちヘパリンは，
医薬品であり，溶血作用があるので，試験の対象外であり，ペパラン硫酸は，入手
が困難であるので，同じく試験の対象外であった。
        (ｳ) 被告が本件訴訟において提出した特開２００４－１３７１８３号公報
（乙１７。以下「乙１７公報」という。）に基づく特許法２９条の２の適用可能性
については，審決取消訴訟における審理範囲を逸脱するものであり，反論の必要性
を認めない。しかしながら，念のため反論すると，乙１７公報は，ムコ多糖類の観
念的組合せとしてヒアルロン酸，コンドロイチン硫酸，デルマタン硫酸を提示して
いるもので，その作用効果は単にヒアルロン酸の効果とその延長を意図するもので
あり，その主たる目的はムコ多糖類たるヒアルロン酸，コンドロイチン硫酸，デル
マタン硫酸の各々の吸収効率を高めるために大豆サポニンを各ムコ多糖と組み合わ
せるという技術思想で，ヒアルロン酸とデルマタン硫酸の組合せの選択的効果を認
識しているものではなく，逆に，ヒアルロン酸とデルマタン硫酸の組合せの選択的
効果を認識できなかった当業者の本願出願時の技術水準を示すものであり，本願発
明１の進歩性の根拠となるものである。
  ２　請求原因に対する認否
    　請求原因(1)ないし(3)の各事実はいずれも認めるが，同(4)は争う。
　３　被告の反論
  　　審決の認定判断は正当であり，原告主張の取消事由は理由がない。
    (1) 甲６刊行物は，本願出願日の４０年以上も前に出版された刊行物であるか
ら，本願出願日当時の技術水準を正しく反映するものとはいえないし，当該刊行物
に記載がないことのみをもって周知技術とはいえないと結論付けることは失当であ
る。一方，引用例１（甲２）の【請求項５】には「２種類以上のムコ多糖類が，ヒ
アルロン酸，コンドロイチン硫酸，デルマタン硫酸，ケラタン硫酸，ヘパラン硫
酸，ヘパリンから選択される２種以上のムコ多糖類である請求項１から４のムコ多



糖類含有食品」と，【従来の技術】の項には「ムコ多糖類は，生体組織中の細胞外
マトリックス成分の機能を亢進し，皮膚が本来備えている機能を修復あるいは改善
し，保水機能を高め皮膚のホメオスタシスを亢進し，特に加齢およびストレスによ
る皮膚加齢および損傷に適用する場合，顕著にその効果が認められる。近年，化粧
品や食品等からムコ多糖類を摂取することによりこれらの老化現象（判決注；「減
少」は誤記）を改善しようとする試みがなされている。このムコ多糖類の成分の一
つとしてヒアルロン酸やコンドロイチン硫酸，デルマタン硫酸，ケラタン硫酸，ヘ
パラン硫酸，ヘパリン等が知られている」（段落【０００２】）と記載されてお
り，本願出願日前に頒布された刊行物である特開２００１－２５２０４８号公報
（乙１。以下「乙１公報」という。）にも，ムコ多糖類を含有する肌老化防止用食
品が開示され，「ヒアルロン酸・コンドロイチン硫酸・デルマタン硫酸・ケラタン
硫酸・ヘパラン硫酸・ヘパリンの６種が最も典型的なムコ多糖である」（段落【０
００９】）と記載され，１９７７年７月５日岩波書店発行「岩波生物学辞典第２
版」１１７９頁（乙２。以下「乙２辞典」という。）「ムコ多糖」の項，１９８９
年１０月２０日東京化学同人発行「化学大辞典」６３３頁（乙３。以下「乙３辞
典」という。）「グリコサミノグリカン」の項，１９９８年１０月８日東京化学同
人発行「生化学辞典（第３版）」１３８５頁（乙４。以下「乙４辞典」という。）
「ムコ多糖」の項のいずれにおいても，ヒアルロン酸，コンドロイチン硫酸，デル
マタン硫酸，ケラタン硫酸，ヘパラン硫酸及びヘパリンの６種が代表的なムコ多糖
類であることが記載されている。以上より，ムコ多糖類としてヒアルロン酸，コン
ドロイチン硫酸，デルマタン硫酸，ケラタン硫酸，ヘパラン硫酸，及びヘパリンの
６種が代表的なものであることが，本願出願日前に広く知られていたといえる。
    　　また，１９９８年１０月８日東京化学同人発行「生化学辞典（第３版）」
１０８２頁（乙５。以下「乙５刊行物」ともいう。）「ヒアルロン酸」の項，１９
９８年１０月８日東京化学同人発行「生化学辞典（第３版）」５５６～５５７頁
（乙６）「コンドロイチン硫酸」の項，１９９８年１０月８日東京化学同人発行
「生化学辞典（第３版）」９４１頁（乙７。以下「乙７刊行物」という。）「デル
マタン硫酸」の項，１９９８年１０月８日東京化学同人発行「生化学辞典（第３
版）」４７２頁（乙８）「ケラタン硫酸」の項，１９９８年１０月８日東京化学同
人発行「生化学辞典（第３版）」１２６１頁（乙９）「ヘパラン硫酸」の項及び１
９９８年１０月８日東京化学同人発行「生化学辞典（第３版）」１２６１～１２６
２頁（乙１０）「ヘパリン」の項によれば，ヒアルロン酸，コンドロイチン硫酸，
デルマタン硫酸，ケラタン硫酸，ヘパラン硫酸及びヘパリンは，いずれも特定の二
糖の繰り返し構造から主として成る多糖であって，由来や調整法により分子量や硫
酸化の部位や程度（硫酸基を持たないヒアルロン酸は除く。）等の分子構造の点で
多様なものの総称であり，不均一で分子構造の点で多様性がある物質である
ことは技術常識である。原告が提出した甲７刊行物の図２は，正にその不均一性，
多様性を示すにすぎず，甲７刊行物は各ムコ多糖類の化学構造が明らかでないため
当業者が製造あるいは入手できないという原告の主張を裏付けるものではない。む
しろ，本願出願前の刊行物である特開２０００－１８９１８６号公報（乙１１），
特開２０００－２７３１０２号公報（乙１２），特開２００３－４０９０１号公報
（乙１３。以下「乙１３公報」という。），国際公開第９８／０３５２４号パンフ
レット（乙１４），特開昭５８－１７１４０３号公報（乙１５）及び特表２００２
－５０８８０５号公報（乙１６）によれば，ヒアルロン酸，コンドロイチン硫酸，
デルマタン硫酸，ケラタン硫酸，ヘパラン硫酸及びヘパリンといったムコ多糖類
は，上記のとおり，いずれも本願出願日前に周知で，それらを製造する方法が各種
知られており，容易に入手が可能であった。そのような本願出願日前の技術常識や
技術水準を考慮すれば，コンドロイチン硫酸，デルマタン硫酸，ケラタン硫酸，ヘ
パラン硫酸及びヘパリンは，たとえ引用例１にそれぞれの製造方法が明記されてい
なくとも，当業者であれば，それぞれ分子構造の点で多様性がある一群の多糖とし
て明確に特定でき，困難なく製造あるいは入手することができたものである。
    (2) 引用例１（甲２）の「２種以上のムコ多糖類が，ヒアルロン酸，コンドロ
イチン硫酸，デルマタン硫酸，ケラタン硫酸，ヘパラン硫酸，ヘパリンから選択さ
れる２種以上のムコ多糖類である請求項１から４のムコ多糖含有食品」（【請求項
５】）及び「食品にムコ多糖類の一種であるヒアルロン酸を配合する試みは，特願
平３－３０２４４９において，蛋白質分解酵素で酵素分解してペプタイト状にした
ヒアルロン酸により構成される食品というものが公知であるが，生体にとって有用
なムコ多糖類はヒアルロン酸だけではなく，生体に必要な複数のムコ多糖類をバラ



ンスよく取ることができないという問題があった」（段落【０００３】）との記載
により，ヒアルロン酸に他のムコ多糖類を組み合わせることが動機付けられてい
る。そして，本願出願日前にヒアルロン酸以外のムコ多糖類としてコンドロイチン
硫酸，デルマタン硫酸，ケラタン硫酸，ヘパラン硫酸及びヘパリンの５種類が広く
知られており，容易に製造や入手をすることが可能であったことは前記(1)のとおり
である。このわずか５種類，あるいは原告主張に従えば医薬品であって食品に配合
できないとされるヘパリンを除くと４種類，という限られた候補の中から最適なも
のを選択することは，当業者が容易になし得ることにすぎない。
    　　原告は，本願明細書の試験例２，試験例３及び甲８実験証明書により裏付
けられる本願発明１の効果は，引用例１及び２の記載事項から当業者が予測できな
いものであると主張するが，本願発明１の構成自体は，当業者が容易に推考し得る
ものであり，たとえ発明が有利な効果を有していても，構成が容易に導かれるので
あれば，当該効果は進歩性の判断を左右するものではない。念のため，原告主張の
効果の顕著性について反論すれば，試験例２においては，マウス表皮細胞の培養に
ヒアルロン酸及びデルマタン硫酸を添加して細胞成長率を測定しているが，ヒアル
ロン酸とデルマタン硫酸を組み合わせて使用することによる効果の顕著性を客観的
に評価するための比較試験（例えば，ヒアルロン酸やデルマタン硫酸をそれぞれ単
独で添加した場合，他のムコ多糖類を添加した場合，あるいはムコ多糖類を添加し
ない場合など）が何ら行われていないので，試験例２は，本願発明１が引用例１及
び２から予測し得ない際だって優れた効果あるいは異質な効果を有することを示す
ものであるとまで直ちにいうことはできない。
    　　試験例３においては，本願発明１に相当するヒアルロン酸及びデルマタン
硫酸を投与したマウスの背部を剃毛して紫外線を照射した後の表皮断面写真（図
２）が示されており，比較例として，ヒアルロン酸及びデルマタン硫酸を投与せず
に紫外線を照射したマウス及び紫外線を照射しなかったマウスについての表皮断面
写真（図１及び図３）が示されているが，ヒアルロン酸及びデルマタン硫酸の組み
合わせによる効果の顕著性を客観的に評価するための比較試験（例えば，ヒアルロ
ン酸やデルマタン硫酸をそれぞれ単独で投与した場合，あるいは他のムコ多糖類を
添加した場合など）が何ら行われていないので，試験例３は，本願発明１が引用例
１及び２から予測し得ない，際だって優れた効果あるいは異質な効果を有すること
を示すものであるとまで直ちにいうことはできない。甲８実験証明書においては，
「Ⅱ．1．被験物質及び飼料の調整法」に記載されているとおり，実験に用いたムコ
多糖類含有物は，その由来・製造元・提供元からみて，いずれも純度が５０％にも
満たず，過半量が成分不明の多糖類及び蛋白質等から成る。
    　　被験物質を半量以下しか含有せず，その余の過半量が成分不明の多糖類及
び蛋白質等からなるムコ多糖類含有物を使用した試料を用いた実験では，当該試料
中のどの成分が効果を奏したのかが明らかではない。特に，本願発明１のヒアルロ
ン酸及びデルマタン硫酸という２成分の組み合わせによる効果を立証するための実
験において，試料に当該２成分以外よりも多量に成分不明な多糖類及び蛋白質等が
含まれているのでは，得られた結果がどの成分に起因するものであるのか，結果の
解釈は極めて困難であって，原告が主張するようにヒアルロン酸及びデルマタン硫
酸の組み合わせに顕著な効果があると結論づけることは不可能である。
    　　したがって，甲８実験証明書に示された結果は，試料中のどの成分に基づ
く作用効果であるのかが明確でないので，本願発明１が引用例１及び２から予測し
得ない際だって優れた効果あるいは異質な効果を有することを示すものであるとま
で直ちにいうことはできない。仮に甲８実験証明書に示された結果にいくらかの作
用効果が認められるとしても，それは原告提供の豚皮抽出由来，純度４３．５％の
ヒアルロン酸含有物及び株式会社ＭＲＣ化学研究所提供の豚腸壁抽出由来，純度３
０％のデルマタン硫酸含有物という特定のものを使用して，被験動物として昆明種
黒ラットを用いた場合に認められる効果にすぎず，本願発明１の全範囲にわたって
格別顕著な効果があることを示すものということはできない。
    　　以上のとおり，原告主張の根拠である各データは，いずれも本願発明１の
全範囲にわたって，引用例１及び２から予測し得ない際だって優れた効果あるいは
異質な効果が生じることを示すものではない。
    (3) なお，本願発明１は，他の理由によっても特許を受けることができないも
のである。すなわち，乙１７公報の実施例３，７，８，９及び１０には，ヒアルロ
ン酸及びデルマタン硫酸を含有し，肌荒れ，小じわ改善効果を有する健康食品が記
載されている。乙１７公報は，本願出願日前の特許出願の公開公報（平成１６年５



月１３日公開）であって，本願発明１と同一の発明が記載されているので，乙１７
公報の特許出願は，本願発明１との関係において特許法２９条の２の「他の特許出
願」に該当し，本願は特許法２９条の２の拒絶理由を有するものである。
第４　当裁判所の判断
　１　請求原因(1)（特許庁における手続の経緯），(2)（発明の内容）及び(3)（審
決の内容）の各事実は，いずれも当事者間に争いがない。
　２　取消事由（相違点についての認定判断の誤り）について
  　(1) 本願明細書（甲４）には，【発明の詳細な説明】に下記の記載がある。
  記
      ア【技術分野】
      　【０００１】
      　　本発明は，ヒアルロン酸とデルマタン硫酸（コンドロイチン硫酸Ｂ）を
含有する健康食品に関する。
      イ【背景技術】
      　【０００２】
      　　デルマタン硫酸はコンドロイチン硫酸Ｂとも呼ばれる分子量２～４０万
のグリコサミノグリカンの一種である。一般的には，デルマタン硫酸は・・・Ｌ－
イズロン酸とＮ－アセチルガラクトサミン－４－硫酸からなる二糖単位の繰り返し
が主体となっている・・・デルマタン硫酸を経口摂取した場合，体内に吸収される
と考えられている。
      ウ【０００４】
      　　ヒアルロン酸は・・・Ｏ－β－Ｄ－グルクロノシル（１→３）－Ｎ－ア
セチル－β－Ｄ－グルコサミニル（１→４）単位の二糖繰り返し構造を持つグリコ
サミノグリカンの一種であり，主として，動物の関節液や眼球ガラス体液，臍帯
（へそのお），真皮表層などの結合組織等に存在している。分子量は数十万～２０
０万以上にもなるため，経口摂取しても体内に吸収されないと考えられている。
      エ【０００６】
    　　　生体内においては，デルマタン硫酸はコンドロイチン硫酸Ａ及びＣと共
に，ヒアルロン酸に結合している。これらグリコサミノグリカンと呼ばれるデルマ
タン硫酸，コンドロイチン硫酸Ａ及びＣ，ヒアルロン酸は陰イオン性分子であるた
め，互いが結合して高分子構造をとった場合，多数の水分子を含むことができる。
このため，これらの高分子化合物は，皮膚の水分を保持することができるとされて
おり，デルマタン硫酸やコンドロイチン硫酸を経口摂取すると，体内に取り込ま
れ，体内のヒアルロン酸と結合し，皮膚の水分を保持する効果が上がると指摘され
ている。尚，ヒアルロン酸を含有する健康食品に関しては，いくつかの提案がなさ
れているものの（特許文献１，２），ヒアルロン酸とデルマタン硫酸を同時に含有
する健康食品に関しては提案がない。
        【特許文献１】特開２００２－３６０２９２号公報
        【特許文献２】特開平９－９８７３９号公報
      オ【発明が解決しようとする課題】
        【０００７】
      　　ヒアルロン酸を経口摂取した場合，低分子状（分子量５万～１０万以
下）のヒアルロン酸以外は体内に吸収されることはないものの，様々な分子を引き
寄せて，それらの分子が小腸で吸収されるのを促進する役割を果たしていると考え
られる。特に，体内においてヒアルロン酸に結合しているデルマタン硫酸やコンド
ロイチン硫酸Ａ及びＣの体内への吸収は加速されると考えられる。
      カ【０００８】
      　　本件発明者らは，以上のような考察に基づいて，少なくともヒアルロン
酸とデルマタン硫酸を含有する健康食品を製造し，その効果を検証したところ，皮
膚の水分保持，皮膚の柔軟性，肌質，健康の改善に優れた効果を有することを見出
し，本件発明に至った。
      キ【０００９】
      　　本件発明は，ヒアルロン酸とデルマタン硫酸を含有する健康食品を提供
することを課題とするものである。
      ク【課題を解決するための手段】
        【００１０】
        　請求項１に係る発明は，少なくともヒアルロン酸とデルマタン硫酸（コ
ンドロイチン硫酸Ｂ）を含有することを特徴とする健康食品に関する。



      ケ【発明の効果】
        【００１１】
        　本件発明のヒアルロン酸とデルマタン硫酸を含有する健康食品は，ヒア
ルロン酸とデルマタン硫酸を同時に食べることができる。さらに，本件発明のヒア
ルロン酸とデルマタン硫酸を含有する健康食品に含まれるヒアルロン酸は，小腸に
おいてデルマタン硫酸の吸収を加速し，吸収効率を高めることができる。加えて，
皮膚の年齢を若返らす効果，皮膚の柔軟性を高める効果，皮膚の保湿性を高める効
果，皮膚の新陳代謝を高める効果，紫外線による肌へのダメージを軽減する効果，
肌のくすみを消す効果，顔のシミを減らす効果，化粧のノリを良くする効果，小じ
わを減らす効果，目のまわりにハリを出す効果，吹き出物を消す効果，体全体に潤
いを出す効果，爪の色を良くする効果，乾燥肌を治す効果，唇の荒れを治す効果，
赤ら顔を改善する効果，肩こりを改善する効果，二日酔いになる回数を減らし，二
日酔いになったとしても，回復を早める効果，冷え性を治す効果，キズの治りを早
める効果，爪を強くする効果，腰痛を改善する効果，物忘れをへらす効果，かすみ
目を改善する効果，関節の痛みを改善する効果，性器老衰症を改善する効果，生理
痛を改善する効果，踵の角質を柔らかくする効果，疲労回復効果，若返り効果，便
秘を治す効果，抜毛を減らす効果がある。
      コ【発明を実施するための最良の形態】
        【００１２】
        　本件発明のヒアルロン酸とデルマタン硫酸を含有する健康食品は，必須
成分として，ヒアルロン酸とデルマタン硫酸（コンドロイチン硫酸Ｂ）を含む。
      サ【００１７】
        　本件発明に用いられるヒアルロン酸とデルマタン硫酸は，合成品か，半
合成品であってもよく，鳥類，魚類，哺乳類等からの天然物抽出物であってもよ
い。尚，合成品とは，化学合成によって製造されたものを指し，半合成品とは，化
学合成品，又は天然物抽出物をさらに合成したものを指す。ヒアルロン酸とデルマ
タン硫酸が天然物抽出物の場合は，抽出源は特に限定されないが，人間と同じ哺乳
類が好ましく，哺乳類の中でも人間との組織和合性が高いとされる豚（Sus属）由来
のものがより好ましい。・・・ヒアルロン酸とデルマタン硫酸の配合比率は特に限
定されないが，好ましくは，重量比でヒアルロン酸１に対して，デルマタン硫酸を
０．００１～２００，好ましくは０．００５～１００とする。この理由は，ヒアル
ロン酸とデルマタン硫酸の配合比率があまりにも異なると，デルマタン硫酸が効率
的に吸収されなくなると考えられるからである。さらに，人によっては，アレルギ
ー反応が起き，肌に吹き出物ができることがあるからである。
      シ【００１８】
        　本件発明のヒアルロン酸とデルマタン硫酸を含有する健康食品には，必
須成分であるヒアルロン酸とデルマタン硫酸以外に，コンドロイチン硫酸Ａ，コン
ドロイチン硫酸Ｃ，ペプチドを添加することができる。コンドロイチン硫酸Ａ，コ
ンドロイチン硫酸Ｃを添加することで，本件発明のヒアルロン酸とデルマタン硫酸
を含有する健康食品が有する皮膚の水分保持，皮膚の柔軟性，肌質，健康の改善の
効果が相乗的に高められる。さらに，ペプチドを添加することで皮膚組織の若返り
効果を相乗的に高めることができる。
      ス【００１９】
        ・・・本件発明のヒアルロン酸とデルマタン硫酸を含有する健康食品に添
加するコンドロイチン硫酸Ａ及び／又はＣは特に限定されないが，その抽出源は人
間と同じ哺乳類が好ましく，哺乳類の中でも人間との組織和合性が高いとされる
豚（Sus属）由来のものがより好ましい。
      セ【００２０】
        　本件発明のヒアルロン酸とデルマタン硫酸を含有する健康食品に添加す
るペプチドの種類は特に限定されないが，アミノ酸の結合数が５００００以下のも
の，好ましくは５～５０００，より好ましくは５～５００，さらに好ましくは５～
５０程度がよい。この理由は，アミノ酸の結合数があまりにも多いと，体内に吸収
されない恐れがあるからであり，アミノ酸の結合数が少ないほど，吸収されやすい
と考えられるからである。
        　ペプチドの抽出源は特に限定されないが，人間と同じ哺乳類が好まし
く，哺乳類の中でも人間との組織和合性が高いとされる豚由来のものがより好まし
い。あるいは，化学合成によって人間の組織に親和性の高いペプチドや，特別な効
果を有するペプチドを合成して含有させてもよい。



        　添加するペプチドの量は特に限定されないが，ヒアルロン酸の重量１に
対して，０．０００１～２００程度加えるのが好ましく，０．００１～１００程度
加えるのがより好ましく，０．０１～５０程度加えるのがさらに好ましい。
      ソ【００２２】
        　本件発明のヒアルロン酸とデルマタン硫酸を含有する健康食品には，必
須成分であるヒアルロン酸とデルマタン硫酸や，追加成分であるコンドロイチン硫
酸Ａ，コンドロイチン硫酸Ｃ，ペプチド以外に，健康食品に通常加えられる成分を
添加することができる。添加できる成分の例としては，各種ビタミン類，コラーゲ
ン，プロポリス，ローヤルゼリー，セルロース，糖類，クエン酸，植物抽出物，香
料，保存料等が挙げられる。
      タ【００２３】
        　本件発明のヒアルロン酸とデルマタン硫酸を含有する健康食品の形態は
特に限定されない。例としては，粉末，顆粒，カプセル剤，錠剤，液体等を挙げる
ことができる。さらには，クッキー，ビスケット，ガム，キャンデー，麺類，飲料
等の健康増進を目的とした食品に含有させることもできる。
      チ【００２４】
        　本件発明のヒアルロン酸とデルマタン硫酸を含有する健康食品全体に占
めるヒアルロン酸，デルマタン硫酸及びその他の添加物の割合は特に限定されない
が，健康食品全重量中０．０００１～９０重量％程度，好ましくは０．００１～８
０重量％程度，より好ましくは０．０１～７０重量％程度とする。尚，実際の健康
食品全重量に占める割合は，食品の形態によって異なるが，含有量が０．０００１
重量％より少ないと，本件発明の効果が得られず，９０重量％より多くても，それ
以上の効果が望めないため好ましくない。
      ツ【００２６】
        試験例１：皮膚水分量及び皮膚柔軟性評価
        　株式会社タニタ製の皮膚状態検査器具（商品名：ピエラ）を用いて，被
験者の頬部と口辺部の皮膚水分量を測定した。皮膚水分量とは，一般的には「うる
おい」とも表現される角質層における水分量のことであり，皮膚柔軟性とは，一般
的には「ハリ」とも表現される肌の柔らかさ度合いのことである。
        　本試験に用いた皮膚状態検査器具は，性別，年齢，化粧の有無のデータ
をあらかじめ検査器具内のメモリーに記憶させ，その情報と，検査器具先端の触覚
センサによって得た情報に基づき，皮膚水分量，皮膚柔軟性及び皮脂量のグラフと
肌年齢を表示する。・・・結果の記録の際は，皮膚水分量と皮膚柔軟性のグラフの
高さと肌年齢を読み取り，数値として記録した。測定は，ヒアルロン酸とデルマタ
ン硫酸を含有する健康食品の摂取前，開始１ヶ月後及び２ヵ月後に行った。記録し
た数値は，健康食品の摂取前と開始１ヶ月後，健康食品の摂取前と２ヵ月後で比較
し，肌年齢に関しては，肌年齢が実際の年齢よりも若くなった人数を「測定値が改
善された人数」，実際の年齢よりも多くなった人数を「測定値が悪化した人数」，
実際の年齢と同じだった人数を「測定値が変化しなかった人数」として頬部の結果
を表１に，口辺部の結果を表２に示した。
      テ【００２８】
        【表１】
  

  
  
  
      ト【００２９】
        【表２】



  

  
  
  
      ナ　表１及び表２に示される結果から分かるように，頬部においては，開始
１ヵ月後の時点で，肌年齢，柔軟性，水分量のいずれもの測定値において，改善さ
れた人数が過半数以上を占めた。開始２ヶ月後の時点では，被験者の９５％が肌年
齢の測定値において，被験者の９０％が柔軟性の測定値において，被験者の９７．
５％が水分量の測定値において改善した。同様に，口辺部においては，開始１ヵ月
後の時点で，肌年齢，柔軟性，水分量のいずれもの測定値において，改善された人
数が過半数以上を占めた。開始２ヶ月後の時点では，被験者の９２．５％が肌年齢
の測定値において，被験者の８５％が柔軟性の測定値において，被験者の９７．５
％が水分量の測定値において改善した。（段落【００２９】の続き）
      ニ【００３０】
      　　このようにヒアルロン酸とデルマタン硫酸が組み合わさった場合，肌年
齢を若返らすことができ，皮膚の柔軟性を高めることができ，皮膚の水分量を高め
ることができる。さらに，これらのデータからは，ヒアルロン酸とデルマタン硫酸
が組み合わさった場合，皮膚若返り剤や，皮膚組織柔軟化剤や，皮膚保湿剤として
も機能することが分かる。
      ヌ【００３１】
        試験例２：マウス表皮細胞培養実験
        　生後１日前後の昆明種マウスの表皮組織を約１ｃｍ

２
切り取り，蛋白質分

解酵素で細胞を分離させた。無菌の滴管を使って，濾過した組織液を吸い上げ，
１，０００ｒｐｍで１０分間遠心分離した。
        　上清を捨て，沈殿物用ＭＥＭ培養液（２０％Ｆｅｓを含む）を取り，１
％胎盤液を用いて観察を行った。表皮細胞の成長率が９８％に達してから以下の実
験を行った。
        （実験）
        　培養瓶に０．２ｍｌの細胞液を入れ，ＭＥＭ培養液を１０ｍｌ加えた
後，５％ＣＯ２，３７℃条件下で培養を開始した。この瓶に，ヒアルロン酸とデル
マタン硫酸を含有する物質を，１．４ｍｇ／ｍｌ，０．８ｍｇ／ｍｌ，０．５ｍｇ
／ｍｌ，０．２５ｍｇ／ｍｌ，０．１２５ｍｇ／ｍｌ，０．０６２５ｍｇ／ｍｌ，
及び０ｍｇ／ｍｌの濃度となるよう添加し，７日間，細胞成長状況を観察した。結
果を表３に示す。
      ネ【００３２】
        【表３】（段落）
 



 
  
    
      ノ【００３３】
        　表３に示された結果から明らかなように，ヒアルロン酸とデルマタン硫
酸を組み合わせると，細胞の成長率が高まる傾向にある。細胞の成長率はヒアルロ
ン酸とデルマタン硫酸を含有する物質の濃度が高いほうがよい。この結果からは，
ヒアルロン酸とデルマタン硫酸を組み合わせると，皮膚の新陳代謝を高めることが
でき，ヒアルロン酸とデルマタン硫酸を組み合わせた場合，新陳代謝促進剤として
も機能することが分かる。
      ハ【００３４】
        試験例３：紫外線照射実験
        　昆明種マウス４匹（雄２，雌２）の背部を剃毛し，紫外線暴露表皮を形
成した。毎日７時～１７時の間，３０Ｗの紫外線を照射した。マウスを雄と雌のペ
ア２組に分け，片方のペアにはヒアルロン酸とデルマタン硫酸を含有する物質を１
日，体重１ｋｇあたり１９２０ｍｇ投与した。紫外線を７日間照射したあと，紫外
線暴露表皮の断面写真を撮影した。結果を図１～３に示す。
      ヒ【００３５】
        　図１はヒアルロン酸とデルマタン硫酸を含有する物質を投与しなかった
ペアの紫外線暴露表皮の断面写真である。このペアの表皮は肥厚し，基礎物質不足
により角質層の脱落が見られ，毛の新生力が失われ，皮膚は乾燥していた。図２は
ヒアルロン酸とデルマタン硫酸を含有する物質を投与したペアの紫外線暴露表皮の
断面写真である。ヒアルロン酸とデルマタン硫酸を含有する物質を投与したペアで
は，真皮と皮下組織が増加し，新生毛嚢に基礎物質が供給され，紫外線を照射しな
い場合（図３）に近い状態であった。このように，本件発明のヒアルロン酸とデル
マタン硫酸を含有する健康食品には，紫外線による肌へのダメージを軽減する効果
がある。さらに，ヒアルロン酸とデルマタン硫酸を組み合わせることによって，皮
膚紫外線傷害低減剤としても機能することが分かる。
      フ【００３６】
        （ヒアルロン酸とデルマタン硫酸を含有する健康食品に関するモニター調
査）
        　男性２０名，女性８０名にモニター調査を行い，結果を表４にまとめ
た。
      ヘ【００３７】
        【表４】
  



  
  
  
      ホ【００３８】
        　表４から分かるように，本件発明のヒアルロン酸とデルマタン硫酸を含
有する健康食品は，肌のくすみを消す効果，顔のシミを減らす効果，化粧のノリを
良くする効果，小じわを減らす効果，目のまわりにハリを出す効果，吹き出物を消
す効果，体全体に潤いを出す効果，爪の色を良くする効果，乾燥肌を治す効果，唇
の荒れを治す効果，赤ら顔を改善する効果，肩こりを改善する効果，二日酔いにな
る回数を減らし，二日酔いになったとしても，回復を早める効果，冷え性を治す効
果，キズの治りを早める効果，爪を強くする効果，腰痛を改善する効果，物忘れを
減らす効果，かすみ目を改善する効果，関節の痛みを改善する効果，性器老衰症を
改善する効果，生理痛を改善する効果，踵の角質を柔らかくする効果，疲労回復効
果，若返り効果，便秘を治す効果，抜毛を減らす効果がある。さらに，この結果か
らは，ヒアルロン酸とデルマタン硫酸が組み合わさった場合，便秘症改善剤や，抜
毛抑制剤としても機能することが分かる。
      マ【００３９】
        　表５は，「美容効果があるか」，「健康への効果があるか」との質問に
対する回答人数を表にまとめたものである。
      ミ【００４０】
        【表５】（段落）

  
  



      ム　表５から分かるように，美容効果に関しては７６人が効果を認めてお
り，本件発明のヒアルロン酸とデルマタン硫酸を含有する健康食品が優れた効果を
有することが実感として示されている。（段落【００４０】の続き）
  　(2) 以上から，本願明細書（甲４）には，①ヒアルロン酸は動物の関節液や眼
球ガラス体液，臍帯（へそのお），真皮表層などの結合組織等に存在し，その分子
量が数十万～２００万以上にもなるため，経口摂取しても体内に吸収されないと考
えられていたこと，②その分子量が２～４０万のコンドロイチン硫酸Ｂとも呼ばれ
るデルマタン硫酸は，コンドロイチン硫酸Ａ及びＣと共に，生体内においてヒアル
ロン酸に結合しており，これらを経口摂取すると，体内に取り込まれ，体内のヒア
ルロン酸と結合し，皮膚の水分を保持する効果が上がると指摘されていたこと，③
ヒアルロン酸を含有する健康食品がいくつか提案されているものの，ヒアルロン酸
とデルマタン硫酸を同時に含有する健康食品は提案されていなかったことを背景と
して，少くともヒアルロン酸とデルマタン硫酸を同時に含有する健康食品は，皮膚
の水分保持，皮膚の柔軟性，肌質，健康の改善に優れた効果を有することを見出
し，本願発明１をなすに至ったものであること，が記載されていると認められる。
そして，本願発明１の健康食品は，特許請求の範囲【請求項１】記載のとおり，ヒ
アルロン酸とデルマタン硫酸の含有量，配合比率を特定するものではなく，少くと
も両成分を含有していれば，他の成分として何がどれ程の量含まれているかにかか
わらず得られる効果として，ヒアルロン酸とデルマタン硫酸を同時に食べることが
でき，本願発明１に含まれるヒアルロン酸は，小腸においてデルマタン硫酸の吸収
を加速し，吸収効率を高めることができ，上記(1)ケ記載の本願発明１の効果を奏す
ることが記載されていること，ただし，ヒアルロン酸とデルマタン硫酸の配合比率
は，好ましくは，重量比でヒアルロン酸１に対して，デルマタン硫酸を０．００１
～２００であり，両者の配合比率があまりにも異なると，デルマタン硫酸が効率的
に吸収されなくなると考えられること，人によっては，アレルギー反応が起き，肌
に吹き出物ができることがあること，また，健康食品全体に占めるヒアルロン酸，
デルマタン硫酸及びその他の添加物の割合は特に限定されないが，健康食品全重量
中０．０００１～９０重量％程度であり，食品の形態によって異なるが，含有量が
０．０００１重量％より少ないと，本件発明の効果が得られず，９０重量％より多
くても，それ以上の効果が望めないため好ましくないこと，が記載されていると認
められる。
　(3) 他方，引用例１（甲２）には，下記の記載がある。
  記
      ア【特許請求の範囲】
        【請求項１】アミノグリカン構造，ペプチドグリカン構造，プロテオグリ
カン構造から選択される２種以上のムコ多糖類を含有するムコ多糖含有食品
      イ【請求項５】２種以上のムコ多糖類が，ヒアルロン酸，コンドロイチン硫
酸，デルマタン硫酸，ケラタン硫酸，ヘパラン硫酸，ヘパリンから選択される２種
以上のムコ多糖類である請求項１から４のムコ多糖含有食品
      ウ【０００１】
        【産業上の利用分野】生体にとって有用な細胞外マトリックスの主要構成
因子であるムコ多糖含有食品及びその製造方法に関する。
      エ【０００２】
        【従来の技術】人を含む高等動物の皮膚は，表皮，真皮，皮下組織の３つ
の部分から成り立っている。それらの中で，皮膚の基本的な働きを支えているのが
表皮と真皮の２層であると言われている。ヒトの老化に伴うシワ・たるみといった
老化現象は，真皮の変化が表皮に影響を与えることによって起こると言われてい
る。より具体的には，真皮層の皮膚結合組織である，コラーゲン，エラスチン，お
よびヒアルロン酸などのムコ多糖類の減少や変性が大きく関わっているといわれ
る。ムコ多糖類は，生体組織中の細胞外マトリックス成分の機能を亢進し，皮膚が
本来備えている機能を修復あるいは改善し，保水機能を高め皮膚のホメオスタシス
を亢進し，特に加齢およびストレスによる皮膚加齢および損傷に適用する場合，顕
著にその効果が認められる。近年，化粧品や食品等からムコ多糖類を摂取すること
によりこれらの老化現象（判決注；「減少」は誤記）を改善しようとする試みがな
されている。このムコ多糖類の成分の一つとしてヒアルロン酸やコンドロイチン硫
酸，デルマタン硫酸，ケラタン硫酸，ヘパラン硫酸，ヘパリン等が知られている。
ヒアルロン酸は，その性質を利用して化粧品や食品に配合され，皮膚の老化防止に
も役立っている。



      オ【０００３】
        【発明が解決しようとする課題】食品にムコ多糖類の一種であるヒアルロ
ン酸を配合する試みは，特願平３－３０２４４９において，蛋白質分解酵素で酵素
分解してペプタイト状にしたヒアルロン酸により構成される食品というものが公知
であるが，生体にとって有用なムコ多糖類はヒアルロン酸だけではなく，生体に必
要な複数のムコ多糖類をバランスよく取る事ができないという問題があった。ま
た，特願平３－３０２４４９において蛋白質分解酵素で酵素分解してペプタイト状
にしたヒアルロン酸により構成される食品が公知であるが，・・・このような方法
ではヒアルロン酸の生体内吸収を十分に高めることはできないという問題があっ
た。
      カ【０００５】
        【発明の実施の形態】本発明の食品に含有されるムコ多糖類とは，主にヒ
アルロン酸，コンドロイチン硫酸，デルマタン硫酸，ケラタン硫酸，ヘパラン硫
酸，ヘパリン等から選択される２種以上のムコ多糖類であればよいが生体成分とし
てヒアルロン酸，コンドロイチン硫酸，デルマタン硫酸，ケラタン硫酸，ヘパラン
硫酸，ヘパリンの構成比率が高いため食品としての必要性も高くこれらのムコ多糖
類の２種以上の組み合わせが好ましい。
      キ【０００７】本発明の食品に使用されるムコ多糖類の一部にはヒアルロン
酸は含まれるが，アミノグリカン構造，ペプチドグリカン構造，プロテオグリカン
構造から選択される多糖類から構成されるため特願平３－３０２４４９で既定され
るようなペプチド状ヒアルロン酸は含有されないことはいうまでもない。本発明で
使用できるムコ多糖類含有天然物とは，ムコ多糖類の含有量の多い天然物であれば
よくその具体例としては，家畜や家禽の皮膚，より好ましくは間接組織，眼及びそ
の周囲組織，脊髄，鶏冠等がある。
      ク【００１６】このようにして得られた本発明の食品は，有効成分としてヒ
アルロン酸およびコンドロイチン硫酸等のムコ多糖類等の有効成分を含有するもの
であり，特にヒアルロン酸に富みその含有組成は，ヒアルロン酸１～１０％重量，
コンドロイチン硫酸０．１～５％重量等を含有するものである。
      ケ【００２０】・・・
        【作用】本発明は，単体のムコ多糖類が腸管吸収が良好でないことからア
ミノグリカン構造，ペプチドグリカン構造，プロテオグリカン構造から選択される
アミノ酸結合型ムコ多糖類を食品に含有させることによりムコ多糖の体内への吸収
を高めるものである。・・・生体組織中の細胞外マトリックス成分の機能を亢進
し，皮膚が本来備えている機能を修復あるいは改善し，保水機能を高め皮膚のホメ
オスタシスを亢進し，特に加齢およびストレスによる皮膚加齢および損傷を抑制す
ることができる。
      コ【００２１】
        【実施例１】・・・このようにして得られた本発明の食品は，アミノグリ
カン構造，ペプチドグリカン構造，プロテオグリカン構造を持つムコ多糖類を含有
することが通常の多糖類の構造分析から確認された。また，このムコ多糖類のうち
アミノグリカン構造とペプチドグリカン構造を持つムコ多糖類が全体のムコ多糖類
の５０％重量以上であることが確認された。また，このムコ多糖類を通常の方法に
より同定したところ成分としてヒアルロン酸およびコンドロイチン硫酸等の２種以
上のムコ多糖類を含有することが確認され，その食品全重量中の含有組成は，ヒア
ルロン酸２．８％重量，コンドロイチン硫酸０．７％重量を含有するものであっ
た。
    (4)ア　以上から，引用例１には，①ヒトの老化に伴うシワ・たるみといった老
化現象が，真皮層の皮膚結合組織である，コラーゲン，エラスチン及びヒアルロン
酸などのムコ多糖類の減少や変性が大きく関わっているといわれていること，②ム
コ多糖類は，生体組織中の細胞外マトリックス成分の機能を亢進し，皮膚が本来備
えている機能を修復あるいは改善し，保水機能を高め皮膚のホメオスタシスを亢進
し，特に加齢およびストレスによる皮膚加齢および損傷に適用する場合，顕著にそ
の効果が認められること，③食品等からムコ多糖類を摂取することにより老化現象
を改善しようとする試みがなされていること，④このムコ多糖類の成分の一つとし
てヒアルロン酸やコンドロイチン硫酸，デルマタン硫酸，ケラタン硫酸，ヘパラン
硫酸，ヘパリン等が知られていること，ヒアルロン酸は食品に配合され，皮膚の老
化防止にも役立っていること，食品にヒアルロン酸を配合する試みは，特願平３－
３０２４４９号によって公知であるが，生体にとって有用なムコ多糖類はヒアルロ



ン酸だけではなく，生体に必要な複数のムコ多糖類をバランスよく摂る事ができな
いという問題があったこと，⑤同方法では，ヒアルロン酸の生体内吸収を十分に高
めることはできないという問題があったことを背景として，アミノグリカン構造，
ペプチドグリカン構造，プロテオグリカン構造から選択されるアミノ酸結合型ムコ
多糖類を食品に含有させることにより，ムコ多糖類の腸管吸収を高めた食品とし
て，ヒアルロン酸，コンドロイチン硫酸，デルマタン硫酸，ケラタン硫酸，ヘパラ
ン硫酸，ヘパリンから選択される２種以上のムコ多糖類を含有する食品の発明（以
下「引用例１発明」という。）をなしたことが記載されていると認められる。
      イ　一方，引用例１の記載に基いて審決が認定した周知食品は，「少くとも
ヒアルロン酸等のムコ多糖類を含有することを特徴とする皮膚老化防止用食品」で
ある（審決３頁第３段落）ところ，この認定の根拠が，引用例１の【請求項１】，
【請求項５】，段落【０００２】及び【０００３】であることからみて，この周知
食品における「ヒアルロン酸等のムコ多糖類」は，引用例１発明における「ヒアル
ロン酸，コンドロイチン硫酸，デルマタン硫酸，ケラタン硫酸，ヘパラン硫酸，ヘ
パリンから選択される」ムコ多糖類にほかならず，また，周知食品に係る「皮膚老
化防止用」は，引用例１発明の上記(1)ケ記載の作用と同様であるから，審決が認定
した周知食品とは，引用例１発明にほかならない。
    (5) ところで，本願発明１と周知食品とは，「本願発明１においてはムコ多糖
類としてヒアルロン酸とデルマタン硫酸が特定されているのに対して，周知食品に
おいてはムコ多糖類の種類が特定されていない点」で相違することは当事者間に争
いがないが，相違点の判断について，原告は，本願発明１の進歩性を否定した審決
の認定判断は誤りであると主張するので検討する。
      ア　組合せの容易相当性について
      　(ｱ) 甲６刊行物には，「通常のコンドロイチン硫酸（コンドロイチン硫酸
Ａ）のほかにＢおよびＣが知られ，Ｂのウロン酸成分はＬ－イズロン酸であるとさ
れている」（７６１頁左欄２１行目～２３行目），「肺から分離される抗血液凝固
因子β－ヘパリンはコンドロイチン硫酸Ｂと同一物と考えられ」ていることが記載
されている（同欄下３行目～１行目）。そして，コンドロイチン硫酸Ｂがデルマタ
ン硫酸であることは，前記(1)イのとおり，本願明細書（甲４）にも明記されている
ところであるから，甲６刊行物にデルマタン硫酸の記載がないこということは当た
らず，この記載がないことを根拠としてデルマタン硫酸自体が周知の物質ではなか
ったということは失当である。むしろ，デルマタン硫酸の周知性については，前
記(1)イ，エのとおり，本願明細書においても，従来技術の説明として記載されてお
り，また，被告が技術常識を立証するために提出した乙２辞典，乙３辞典及び乙４
辞典には，それぞれ「現在のところ，ヒアルロン酸・コンドロイチン硫酸・デルマ
タン硫酸・ケラタン硫酸・ヘパラン硫酸・ヘパリンの６種が最も典型的なムコ多糖
である・・・ムコ多糖は動物細胞，特に結合組織系の細胞によってつくられるプロ
テオグリカンの側鎖成分」（乙２），「（ムコ多糖）・・・おもなものはヒアルロ
ン酸，コンドロイチン（硫酸），デルマタン硫酸，ヘパラン硫酸，ヘパリン，ケラ
タン硫酸である・・・脊椎動物の軟骨をはじめとする結合組織に広く分布する」
（乙３），「ヒトにおいては非硫酸化ムコ多糖としては，ヒアルロン酸，コンドロ
イチンがあり，硫酸化ムコ多糖としては，コンドロイチン４－硫酸および６－硫
酸，デルマタン硫酸，ヘパラン硫酸，ヘパリンおよびケラタン硫酸ⅠおよびⅡがあ
る」（乙４）と記載されていることからみれば，ヒアルロン酸を始め，デルマタン
硫酸，コンドロイチン硫酸，ケラタン硫酸，ヘパラン硫酸及びヘパリンの６種は，
ムコ多糖類として代表的なものとして，本願出願日前に広く知られていたというこ
とができる。そして，引用例１には，前記(3)のとおり，ムコ多糖類の腸管吸収を高
めた食品として，ヒアルロン酸，コンドロイチン硫酸，デルマタン硫酸，ケラタン
硫酸，ヘパラン硫酸，ヘパリンから選択される２種以上のムコ多糖類を含有する食
品が記載されているところ，その背景として，前記(3)オのとおり，ムコ多糖類の一
種であるヒアルロン酸を配合した食品が特願平３－３０２４４９号公報に記載され
ていること，生体にとって有用なムコ多糖類はヒアルロン酸だけではないこと，当
該特願平３－３０２４４９号公報に記載された方法では，生体に必要な複数のムコ
多糖類をバランスよく摂ることができないという問題があったこと，同方法では，
ヒアルロン酸の生体内吸収を十分に高めることはできないという問題があったこ
と，も記載されているから，引用例１は，コンドロイチン硫酸，デルマタン硫酸，
ケラタン硫酸，ヘパラン硫酸，ヘパリンの５つから選択されるムコ多糖類の１種以
上をヒアルロン酸と共に含有する食品を示唆するものであるということができる。



        (ｲ) 一方，本願発明１は，ヒアルロン酸とデルマタン硫酸の含有量，配合
比率を特定するものではないから，本願発明１の構成の容易想到性については，単
なる成分の組合せの問題として，ヒアルロン酸にデルマタン硫酸を組み合せること
の容易想到性を検討すれば足りるものであるということができるので，以下におい
てヒアルロン酸と組み合せるムコ多糖類の組合せについて検討する。
        　　ムコ多糖類の選択肢は，ヒアルロン酸以外のコンドロイチン硫酸，デ
ルマタン硫酸，ケラタン硫酸，ヘパラン硫酸，ヘパリンの５つであるから，その組
合せの数は，全部で３１通り（∵５Ｃ１＋５Ｃ２＋５Ｃ３＋５Ｃ４＋５Ｃ５＝３１
通り）であり，このうち，デルマタン硫酸が含まれる組合せは，全部で１６通り
（∵１＋４Ｃ１＋４Ｃ２＋４Ｃ３＋４Ｃ４＝１６通り），原告主張のとおりヘパリ
ンを食品成分に使用しないことが技術常識であれば，選択肢が四つに減るので，全
組合わせは１５通り（∵４Ｃ１＋４Ｃ２＋４Ｃ３＋４Ｃ４＝１５通り）となり，こ
のうち，デルマタン硫酸が含まれる組合せは，８通り（∵１＋３Ｃ１＋３Ｃ２＋３
Ｃ３＝８通り）と算出され，上記いずれにしても，組合せの数の半数以上がデルマ
タン硫酸を含有する組合せである。結局，本願発明１の組合せであるヒアルロン酸
とデルマタン硫酸の組合せを得ることができるか否かは，３１通りの全組合せの中
から，その半数以上に相当するデルマタン硫酸を含む１６通りの組合せを選択する
か否か，又は１５通りの全組合せの中から，その半数以上の８通りの組合せを選択
するか否か，の違いでしかないから，引用例１が示唆するところに従って，限られ
た数の組合せの中から，ヒアルロン酸と組合せて使用する効果を確認しつつ，適す
るものを特定し，結果的にデルマタン硫酸を含有する組合せを特定するに至ること
は，当業者（その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者）にとっ
ては容易であるというべきである。なお，原告は，本願出願後の刊行物である甲７
刊行物を援用しつつ，引用例１に記載されたデルマタン硫酸等のムコ多糖類に関
し，引用例１にはこれらが製造あるいは入手できることが明記されていないから，
引用例１からデルマタン硫酸を含む発明を認定することはできないと主張するが，
本願発明１は，ヒアルロン酸とデルマタン硫酸の由来を特定するものでないことが
明らかであり，また，本願明細書においては，ヒアルロン酸，デルマタン硫酸につ
いては従来技術として言及されるところはあっても，本願発明１に係るヒアルロン
酸，デルマタン硫酸の製造方法や入手方法については特段の記載もなく，前記(ｱ)の
とおり，ヒアルロン酸とデルマタン硫酸は，本願出願前に広く知られていたという
ことができるものであるから，引用例１発明に係る各種ムコ多糖類の製造・入手可
能性が問題になるということはなく，上記判断を左右するものではあり得ない。
        (ｳ) 以上のとおりであるから，ムコ多糖類としてヒアルロン酸にデルマタ
ン硫酸を組合せることは，当業者が容易に想到し得るものと認められる。
        (ｴ) 原告は，①甲６刊行物には，コンドロイチン硫酸，へパリンは記載さ
れているが，他の物質は記載されてなく，この２物質以外は，当業者にとって周知
物質でない，②この周知物質のうちへパリンは医薬品であり，食品に配合できない
から，引用例１は，かかる観点からもその記載に誤りがあり，当業者が選択可能な
ムコ多糖類は，引用例１においてはコンドロイチン硫酸のみにすぎない，③甲７刊
行物に，コンドロイチン硫酸，デルマタン硫酸，ケラタン硫酸，ヘパラン硫酸の２
糖繰り返し単位が開示されているが，画一的な物質としては開示されていない，④
「ヒアルロン酸以外のムコ多糖類であるコンドロイチン硫酸，デルマタン硫酸，ケ
ラタン硫酸，ヘパラン硫酸及びヘパリン」は引用例１にそれぞれの製造方法や取得
方法は記載されていない，⑤引用例１の記載では，当業者ばかりか最先端の研究者
の当該刊行物の頒布時における技術常識を参酌しても，物質の化学構造の特定が明
らかでないばかりか，当該化学物質を製造あるいは入手できることが明らかである
ように記載されておらず，引用例１に開示された，コンドロイチン硫酸，デルマタ
ン硫酸，ケラタン硫酸，ヘパラン硫酸，ヘパリンは，審査基準に照らし本件発明の
「引用発明」とはならない，と主張するが，いずれも上記に説示したところに照ら
し，理由がない。
      イ　本願発明１の効果について
        (ｱ) 上記ア(ｲ)のとおり本願発明１は，成分の組合せとしては，ヒアルロン
酸とデルマタン硫酸を含む１６通り又は８通りの組合せの態様を包含するものであ
り，それぞれの態様における配合比率は任意であるから，このような発明が，常に
格別顕著な効果を奏するものであることを裏付けるためには，本願発明１に包含さ
れる任意の組合せの任意の配合比率の態様が，引用例１に示唆された３１通り又は
１５通りの全組合せのうちの，本願発明１に相当しない１５通り又は７通りの組合



せの任意の配合比の態様と比較しても，また，引用例１に明示されたムコ多糖類の
各々を単独に含有する態様と比較しても，常に格別顕著な効果を奏するものである
ことを証明する必要がある。以下，試験例等について，このような観点から検討す
る。
        (ｲ) 本願明細書（甲４）に記載された試験例２
        　　前記(1)のヌないしノのとおり，本願明細書に記載された試験例２にお
いては，マウス表皮細胞の培養にヒアルロン酸及びデルマタン硫酸を添加して細胞
成長率を測定しており，その結果について「表３に示された結果から明らかなよう
に，ヒアルロン酸とデルマタン硫酸を組み合わせると，細胞の成長率が高まる傾向
にある。細胞の成長率はヒアルロン酸とデルマタン硫酸を含有する物質の濃度が高
い方がよい」（段落【００３３】）とされている。試験例２によれば，特定量のヒ
アルロン酸とデルマタン硫酸とを組み合わせて投与した場合と全く投与しない場合
との比較が可能であるということはできる。しかし，試験例２には，ヒアルロン酸
やデルマタン硫酸をそれぞれ単独で添加した場合，ヒアルロン酸とデルマタン硫酸
以外の，コンドロイチン硫酸，ケラタン硫酸，ヘパラン硫酸及びヘパリンの４種か
ら選択されるムコ多糖類を添加した場合，前記４種から選択されるムコ多糖類をヒ
アルロン酸と組み合わせて添加した場合，前記４種から選択されるムコ多糖類の１
つないし４つをヒアルロン酸及びデルマタン硫酸とともに添加した場合について
は，その配合比率を変化させた比較試験例はおろか，何らの記載もない。
        　　したがって，このような試験例２の記載のみをもって，ヒアルロン酸
とデルマタン硫酸を含む組合せである本願発明１が，その配合比によらず，常に引
用例１及２の記載事項から予測し得ない，際だって優れた効果あるいは異質な効果
を奏するものであるということはできない。
        (ｳ) 本願明細書（甲４）に記載された試験例３
        　　前記(1)のハないしヒのとおり，本願明細書に記載された試験例３にお
いては，本願発明１に相当するヒアルロン酸及びデルマタン硫酸を投与したマウス
の背部を剃毛して紫外線を照射した後の表皮断面写真（図２）が示され，比較例と
して，ヒアルロン酸及びデルマタン硫酸を投与せずに紫外線を照射したマウス及び
紫外線を照射しなかったマウスについての表皮断面写真（図１及び３）が示され，
その結果について「ヒアルロン酸とデルマタン硫酸を含有する物質を投与したペア
では，真皮と皮下組織が増加し，新生毛嚢に基礎物質が供給され，紫外線を照射し
ない場合（図３）に近い状態であった」（段落【００３５】）とされている。試験
例３によれば，特定量のヒアルロン酸とデルマタン硫酸とを組み合わせて投与した
場合と全く投与しない場合との比較が可能であるということはできる。しかし，試
験例３においても，試験例２についての前記(ｲ)と同様，必要な比較試験が実施され
た点は見当たらない。
        　　したがって，このような試験例３の記載のみをもって，ヒアルロン酸
とデルマタン硫酸を含む組合せである本願発明１が，その配合比によらず，常に引
用例１及び２の記載事項から予測し得ない，際だって優れた効果あるいは異質な効
果を奏するものであるということはできない。
        　　また，このような試験例２及び試験例３をもってしても，前記のとお
り，その格別顕著な効果を主張するための根拠となるべき比較試験が記載されてい
ないことに変わりはないから，ヒアルロン酸とデルマタン硫酸を含む組合せである
本願発明１が，その配合比によらず，常に引用例１及び刊行物２の記載事項から予
測し得ない，際だって優れた効果あるいは異質な効果を有するものであるというこ
とができないことにも変わりはない。
        (ｴ) 甲８実験証明書
        　　甲８実験証明書においては，本願発明１の一態様である，ヒアルロン
酸＋コンドロイチン硫酸＋デルマタン硫酸投与群ラット（２群）及びヒアルロン酸
＋デルマタン硫酸投与群（３群）と，比較例として，ヒアルロン酸＋コンドロイチ
ン硫酸投与群ラット（４群），ヒアルロン酸＋ケラタン硫酸投与群ラット（５
群），ヒアルロン酸投与群ラット（６群），及びムコ多糖類無投与群ラット（７
群）を例に挙げて，紫外線照射後の皮膚表皮層及び真皮層の損傷の程度を表す細胞
組織写真，及び対象として紫外線無照射群ラット（１群）の細胞組織写真を示し，
その結果について「２群－７群においては，損傷を確認したが，２群－３群におい
て，比較的軽微な損傷に止まっていると観察された」（６枚目６行目～７行目）と
記載されている。しかし，本願発明１の健康食品は，ヒアルロン酸とデルマタン硫
酸の含有量，配合比率について何ら特定するものではなく，少くとも両成分を含有



していれば，他の成分として何がどれ程の量含まれているかを問わないものである
から，そのような発明の効果の格別顕著性を証明するためには，例えば，甲８実験
証明書に示された２群の組合せについて，その有効成分の含有量ないし比率をどの
ように変化させても格別顕著な効果を奏することに変わりがないことを示すとか，
あるいは，比較例である同５群の組合せにおいて，デルマタン硫酸をわずかでも添
加すると格別顕著な効果を奏することになることを示す必要があるというべきとこ
ろ，甲８実験証明書には，本願発明１の効果の格別顕著性が両成分の含有量の多少
に依存しないことを示すデータは見当たらない。
        　　したがって，本願明細書に記載された試験例２及び試験例３に加え，
甲８実験証明書をもってしても，本願発明１の効果の格別顕著性がヒアルロン酸と
デルマタン硫酸の含有量，配合比率の多少によらないことを示す根拠を見いだせ
ず，本願発明１が，任意の含有量において，格別顕著な効果を奏するものであると
認めることはできない。かえって，前記(1)のとおり，本願明細書には，ヒアルロン
酸とデルマタン硫酸の配合比率は，好ましくは，重量比でヒアルロン酸１に対し
て，デルマタン硫酸を０．００１～２００であり，両成分の配合比率があまりにも
異なると，デルマタン硫酸が効率的に吸収されなくなると考えられること，また，
健康食品全体に占めるヒアルロン酸，デルマタン硫酸及びその他の添加物の割合
は，健康食品全重量中０．０００１～９０重量％程度であり，食品の形態によって
異なるが，含有量が０．０００１重量％より少ないと，本件発明の効果が得られな
いとも記載されていることからすれば，ヒアルロン酸とデルマタン硫酸の含有量，
配合比率について何ら特定せず，他の成分として何がどれ程の量含まれているかを
も問わない本願発明１は，そもそも所望の効果が得られない態様をも含んでいるも
のであるといえ，このような明細書の記載から，本願発明１が，任意の含有量にお
いて，格別顕著な効果を奏するものであると認めることはできないというほかな
い。
    (6) 原告は，特許庁の審査基準を引用し，本願発明１はいわゆる選択発明にな
り得るものであると主張する。特許庁の審査基準によれば，選択発明とは，物の構
造に基づく効果の予測が困難な技術分野に属する発明で，刊行物において上位概念
で表現された発明又は事実上若しくは形式上の選択肢で表現された発明から，その
上位概念に包含される下位概念で表現された発明又は当該選択肢の一部を発明を特
定するための事項と仮定したときの発明を選択したものであって，前者の発明によ
り新規性が否定されない発明をいい，刊行物において上位概念で示された発明が有
する効果とは異質な効果，又は同質であるが際だって優れた効果を有し，これらが
技術水準から当業者が予測できたものでないときは進歩性を有するとされる。しか
し，本願発明１は格別顕著な効果を奏するものであるということはできないことは
上記(5)のとおりであり，原告の引用する特許庁の審査基準によっても，本願発明１
がいわゆる選択発明として進歩性を有するということはできない。
    (7) 以上検討したところによれば，相違点について進歩性を否定した審決の認
定判断に原告主張の誤りがあるということはできない。
  ３　結論
　　　以上のとおり，原告主張の取消事由は理由がない。
　　　よって，原告の請求は理由がないからこれを棄却することとして，主文のと
おり判決する。

　　　　　知的財産高等裁判所 第２部

　　　　　　　　　裁判長裁判官    　中　野　哲　弘

                　　　　裁判官    　岡　本　　　岳

                　　　　裁判官    　上　田　卓　哉


